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大船渡市における女性職員の活躍の推進に関する  

特定事業主行動計画（第２期）  

 

令和４年３月30日 

大 船 渡 市 長  

大 船 渡 市 議 会 議 長  

大 船 渡 市 教 育 委 員 会  

大船渡市選挙管理委員会 

大 船 渡 市 代 表 監 査 委 員 

大 船 渡 市 農 業 委 員 会  

 

 大船渡市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（第

２期）（以下「本計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（平成 27年法律第64号。以下「法」という。）第19条の規定に

基づき、大船渡市長、大船渡市議会議長、大船渡市教育委員会、大船渡市選

挙管理委員会、大船渡市代表監査委員及び大船渡市農業委員会が策定する特

定事業主行動計画である。  

 

 

１  計画期間  

本計画の期間は、令和４年４月１日から令和８年３月31日までの４年間

とする。 

 

２  女性職員の活躍の推進に向けた体制  

本市では、女性職員の活躍を推進するため、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則（平成 28年大船渡市規

則第20号）に規定する機関等が連携し、本計画の策定又は変更、本計画に

基づく取組の実施状況及び数値目標の達成状況の点検と評価を行うもの

とする。 

 

３  女性職員の活躍の推進に向けた数値目標及び取組内容と実施時期 

【数値目標】 

法第 19条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成 27年内閣府令

第61号。以下「内閣府令」という。）第２条の規定に基づき、市長部局、
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議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局

及び農業委員会事務局において、それぞれの女性職員の職業生活における

活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。  

その結果、大きな課題に対応するものから順に女性職員の活躍を推進す

るため、次に掲げる目標を設定する。 

 

【取組内容及び実施時期】 

上記による数値目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。  

 

(1) 女性職員の採用関係 

女性職員が働きやすい職場づくりの基礎として、職員の男女比率が同

程度であることが望ましいことから、令和３年度実績である男性職員の

割合64.5％、女性職員の割合35.5％をそれぞれ50％に近づける。 

 

 

 
 
 

＜取組内容＞ 

令和４年度から、仕事と子育てに励む女性職員の声の紹介などによ

り、女性が活躍できる職場であることを、職員募集サイト等で広報

する。 

 

(2) 女性職員の登用関係 

女性職員が活躍できる職場づくりには、意思決定に影響力を持つ管理

職（部長級、課長級）や全体調整及び部下職員の指導を行う監督職（課

長補佐級、係長級）への女性職員の登用が不可欠であることから、これ

を推進する。 

 

 

 

 

＜取組内容＞ 

令和４年度から、女性の監督職を対象に、女性活躍推進に関する研

修等を実施し、管理職への登用に対する意識改革や不安低減を図る。 

 

 

 

 

目標１ 

令和８年４月１日までに、管理職に占める女性割合を令和３年度

実績の15.9％より2.1ポイント以上引き上げ、18％以上にする。 

目標２ 

令和８年４月１日までに、監督職に占める女性割合を令和３年度

実績の26.2％より3.8ポイント以上引上げ、30％以上にする。 

目標１ 

第２期計画期間中に、職員全体の男女比率をそれぞれ50％にしよ

うとすると、若年層の女性比率が極端に高くなりバランスを欠く

ことから、当面、採用者に占める女性の割合を50％程度とする。 
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＜取組内容＞ 

①令和４年度から、女性職員を対象とする女性活躍推進に関する研

修を実施するなど、将来の管理職に繋がる人材を育成する。 
 

②令和４年度から、仕事の分担における無意識の偏見（アンコンシ

ャス・バイアス）を是正し、女性職員は、採用後早期（出産・育

児前）に企画立案・調整等が必要な部署を複数経験させ、監督職

への登用に対する意識改革や不安低減を図る。 

 

(3) 仕事と家庭の両立関係  

女性が職場において活躍しやすい環境を整備するため、男性職員の家

庭への参画を推進し、仕事と家庭の両立を図る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組内容＞※目標１から目標３まで共通 

①令和４年度から、男性職員が、育児休業等を取得しやすい職場環

境とするため、育児休業等に関する相談体制の整備を行う。 
 

②令和４年度以降に、男性職員に対して、男性の育児参画の意義や

配偶者の出産前後の状況等に関する研修を実施する。 
 

③令和４年度から、男性職員の育児休業等の取得状況等を庁内で情

報共有し、男性職員の育児参画の取組みを促進する。 

 

(4) 長時間勤務関係 

女性の職場における活躍及び男性の家庭における活躍には、長時間勤

務を抑制し、ワーク・ライフ・バランスを推進する必要がある。 

 

 

 

 

目標１ 

令和７年度末までに、男性職員の育児休業の取得割合を令和２年度実績

の8.3％より21.7ポイント以上引き上げ、30％以上にする。 

目標１ 

令和７年度末までに、職員１人当たりの各月の正規の勤務時間を

超えて勤務した時間を令和２年度実績の14.4時間より2.4時間以

上縮減し、12時間以下にする。 

目標２ 

令和７年度末までに、男性職員の配偶者出産休暇の取得割合を100％にす

る。（令和２年度実績 41.7％） 

目標３ 

令和７年度末までに、男性職員の育児参加休暇の取得割合を100％にする。 

（令和２年度実績 8.3％） 
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＜取組内容＞ 

①限られた職員で質の高い行政サービスを持続的に提供するため、

令和４年度以降は、これまで以上に事務事業の緊急度や優先度を

見極めて、統廃合や廃止に努める。 
 

②ＲＰＡ・ＩＣＴ技術等を活用し、業務の効率化を徹底する（令和

３年度以前からの取組の継続）。 
 

③定時を前提とした業務遂行を推進するため、定時退庁の取組みの

強化、職員が使用するパソコンの稼働時間の把握等による適正な

勤務時間の管理、部署内の事務フローの見直し等を実施する（令

和３年度以前からの取組の継続）。 
 

④各部署の時間外勤務の状況や、時間外勤務時間縮減に向けた取組

み事例を全庁で情報共有する（令和３年度以前からの取組の継

続）。 

 

 

 

 

＜取組内容＞ 

①令和４年度から、年次休暇の平均取得率の数値目標を、全職員に

対し積極的に周知し、また、取得状況を庁内で情報共有する。 
 

②時間外勤務時間の縮減と同様の取組みにより、年次休暇が取得し

やすい環境を整備する（令和３年度以前からの取組の継続）。 

目標２ 

令和７年度末までに、職員の年次休暇の平均取得率を令和２年度

実績の24.3％より5.7ポイント以上引き上げ、30％以上にする。 


